
議案第６０号 

八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和２年６月２日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条 八幡浜市都市計画税条例（平成１７年条例第５９号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

１７ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８

項から第２２項まで、第２４項、第２５項、第

２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、

第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは

第４８項、第１５条の２第２項、第１５条の３

又は第６１条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則

第１５条から第１５条の３まで若しくは第６

１条」とする。 

１７ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８

項から第２２項まで、第２４項、第２５項、第

２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、

第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは

第４８項、第１５条の２第２項又は第１５条の

３     の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則

第１５条から第１５条の３まで      

  」とする。 

  

第２条 八幡浜市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

１７ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８

項から第２２項まで、第２４項、第２５項、第

２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、

第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは

第４８項、第１５条の２第２項、第１５条の３

又は第６３条の規定の適用がある各年度分の

１７ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８

項から第２２項まで、第２４項、第２５項、第

２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、

第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは

第４８項、第１５条の２第２項、第１５条の３

又は第６１条の規定の適用がある各年度分の
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都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則

第１５条から第１５条の３まで若しくは第６

３条」とする。 

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則

第１５条から第１５条の３まで若しくは第６

１条」とする。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月

１日から施行する。 

 

提案理由 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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